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目 次

※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１７８※ 県有庁舎等の清掃業務及び設備運転管理業 管財課

務の委託契約に係る一般競争入札及び指名

競争入札参加資格審査要綱の一部を改正す

る告示

１７９ 徳島県保健医療計画を変更した件 医療政策課

１８０ 救急病院等を認定した件 医療政策課

広域医療室

１８１ 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例の規 薬務課

定に基づき知事監視製品を指定する件

１８２ 指定居宅サービス事業の廃止について届出 長寿いきがい課

があった件

１８３ 県営土地改良事業の工事が完了した件 農林水産基盤整備局

農山漁村振興課

１８４ 保安林の指定施業要件を変更する件 農林水産基盤整備局

森林整備課

１８５ 同 同

１８６ 同 同

１８７ 基本測量を実施する旨の通知があった件 用地対策課

１８８ 基本測量を終了した旨の通知があった件 同

１８９ 公共測量を実施する旨の通知があった件 同



【告示】

番 号 表 題 担当課名

１９０ 公共測量を終了した旨の通知があった件 同

１９１ 道路の区域を変更する件 道路整備課

１９２ 都市計画事業の変更を認可した件 都市計画課

１９３ 建築基準法の規定に基づく指定構造計算適 住宅課

合性判定機関から構造計算適合性判定の業 建築指導室

務を行う事務所の所在地の変更について届

出があった件

【公告】

番 号 表 題 担当課名

県営住宅等の管理の特例に係る公告 住宅課



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

県
有
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
及
び
設
備
運
転
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

県
有
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
及
び
設
備
運
転
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指

名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

県
有
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
及
び
設
備
運
転
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
中
「
清
掃
業
務
及
び
設
備
運
転
管
理
業
務
」
を
「
維
持
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
清
掃
業
務
及
び
設
備
運
転
管
理
業
務
」
を
「
維
持
管
理
業
務
（
清
掃
業
務
、
警
備
業
務
、

設
備
運
転
管
理
業
務
、
消
防
設
備
保
守
業
務
及
び
植
栽
管
理
業
務
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

契
約
の
締
結
等
に
つ
き
支
店
、
営
業
所
等
に
属
す
る
者
を
代
理
人
に
選
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
委
任
状
（
様
式
第
四
号
）

第
七
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
四
号
）
」
を
「
（
様
式
第
五
号
）
」
に
改
め
る
。

「

担
当

連

担
当

様
式
第
一
号
中
「清

掃
業
務
及
び
設
備
運
転
管
理
業
務

」
を
「維

持
管
理
業
務

」
に
、

絡

電
話

先

Ｆ
Ａ

部
署

「

者
氏
名

を

番
号

Ｘ
番
号

」

担
当
者
氏
名

（部
署

）

電
話
番
号

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号



に
、
「業

務

（希
望
す
る
業
務
を
○
で
囲
む
こ
と

）
」
を
「区

分
を
１
つ
だ
け
選
択
し
チ
ェ
ッ
ク

。
，

」

「

欄
に
○
を
記
載
す
る
こ
と

」
に
、

清
掃
業
務
設
備
運
転
管
理
業
務

。

「

チ
ェ
ッ
ク
欄

区
分

清
掃
・
設
備
の
保
守

（清
掃

を
」

警
備
業
務

※
常

植
栽
管
理
業
務

※
植

業
務

業
務
設
備
運
転
管
理
業
務
消
防
設
備
保
守
業
務

）

希
望
す
る
業
務
を
○
で
囲
む
こ
と

に
改
め
る
。

。

駐
警
備
業
務

（主
に
一
号
警
備

）

栽
の
剪
定
及
び
消
毒
等
の
業
務

」

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第２号（第３条関係）

営業概要書

申 商号又は名称
請
者 代表者の役職及び氏名

前々事業年度決算 前事業年度決算

売 年 月 日 から 年 月 日 から

上 年 月 日 まで 年 月 日 まで

高 千円 千円
経

平均売上高 ※千円未満は切捨て 千円
営

自己資本 (A) 千円 自己資本比率（A／B） ％
の 前度

総資本 (B) 千円 流動比率 （C／D） ％
状 事決

流動資産 (C) 千円 利益率 （E／B） ％
況 業算

流動負債 (D) 千円 ※各比率の値については，１％未満の
年分 値は切り捨てて記入すること。

当期純利益(E) 千円

創業 年 月 審査基準日現在の営業日数

現組織への変更 年 月 年 月

転廃業(休業) 年 月～ 年 月

希望する業務ごとの契約金額（千円）県 発注者
内 区分 清掃業 警備業務 設備運転管理業務 消防設備保守業務
契 官公庁約
実 その他
績 計

従事職員数 有資格者数 若年者数 若年者率 女性従事職員
対象業務に従事 対象業務に従事 ３か月以上雇用 従事職員数のう 数

対象業務名 している職員数 している職員の している若年者 ち若年者の占め 対象業務に従事
(a) うち当該業務に (３５歳未満） る割合※(b/a) し３か月以上雇

関する資格を有 数(b) ×100小数点切 用している人数
する人数 り捨て

清掃業務 人 人 人 ％ 人

警備業務 人 人 人 ％ 人
職

設備運転管 人 人 人 ％ 人員 理業務

の 消防設備保 人 人 人 ％ 人守業務
状

注）県内業者の方のみ記入してください。
況 従事職員とは，社会保険（健康保険及び厚生年金保険）に加入している職員です。

注）植栽管理業務以外の業務を ３年以上継続
希望する県内業者の方のみ記入 障がい者雇用 人 雇用している 人
してください。 障がい者数

注）清掃業務を希望する県内業 ビルクリーニング技能士資格を有するパー 人
者の方のみ記入してください。 ト従業員数

有資格者数（３級以上のビルクリーニング ％技能士に限る。）／従事職員数の比率

注）申請される全ての方が記入 総従業員数
人

総従業員数
人

してください。 （県外） （県内）

※該当する項目に○印を付し，それを証明する書類の写しを添付すること。
そ

ISO9001 ISO14001 エコアクショ 徳島県と災害支
の 認証取得 認証取得 ン21認証取得 援協定を締結し

ている。
他

災害ボランティア活動実績がある。 障がい者就労支援活動実績がある。



様
式
第
四
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第４号（第３条関係）

委 任 状

年 月 日

徳島県知事 殿

届出者 住所又は所在地

商号又は名称

氏 名 ○印

（代表者の氏名）

私は，次のとおり代理人を選任し，権限を委任します。

１ 入札書の提出

２ 契約の締結

３ 契約の履行

４ 代金の請求及び受領

５ その他徳島県との商取引に係る一切の権限

委任期間 年 月 日から 年 月 日まで

支店，営業所等 所在地

名称

代理人の職氏名

郵便番号

連絡先電話番号

連絡先ＦＡＸ番号

メールアドレス



附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
二
年
に
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
四

条
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
中
「
平
成
二
十
九
年

十
月
一
日
か
ら
翌
月
末
日
ま
で
を
最
初
の
期
間
と
す
る
三
年
ご
と
の
十
月
一
日
か
ら
翌
月
末
日
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
翌
々
月
末
日
ま
で
」
と
、
第
五
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
年

一
月
一
日
を
最
初
の
期
日
と
す
る
三
年
ご
と
の
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
二
年
十
月
一
日
」
と

、
第
八
条
第
一
項
中
「
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

医
療
法
及
び
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号
（
徳

島
県
保
健
医
療
計
画
を
変
更
し
た
件
）
を
も
っ
て
公
示
し
た
徳
島
県
保
健
医
療
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
保
健
福
祉
部
医
療
政
策
課
及
び
徳
島
県

保
健
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

区

分

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

救
急
病
院

徳
島
市
民
病
院

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
三
四

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

番
地

同

田
岡
病
院

同

万
代
町
四
丁
目
二
番
地
二

同

二
月
二
十
八
日

同

き
た
じ
ま
田
岡
病
院

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
川
久
保
三

同

〇
番
地
一

同

徳
島
県
立
中
央
病
院

徳
島
市
蔵
本
町
一
丁
目
一
〇
│
三

同

三
月
三
十
一
日

同

徳
島
大
学
病
院

同

蔵
本
町
二
丁
目
五
〇
番
地

同

の
一

同

水
の
都
記
念
病
院

同

北
島
田
町
一
丁
目
四
五
番

同

地
の
二

同

協
立
病
院

同

八
万
町
橋
本
九
二
番
地
一

同

同

博
愛
記
念
病
院

同

勝
占
町
惣
田
九
番
地

同

同

中
洲
八
木
病
院

同

中
洲
町
一
丁
目
三
一
番
地

同

同

徳
島
健
生
病
院

同

下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

同

同

手
束
病
院

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四
三

同

四
番
地
の
一

同

兼
松
病
院

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
大
堤
五
四

同

番
地

同

独
立
行
政
法
人
国
立

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
大
向
北
一

同

病
院
機
構
東
徳
島
医

│
一



療
セ
ン
タ
ー

同

浦
田
病
院

同

松
茂
町
広
島
字
南
ハ
リ
一

同

三
番
地

同

美
摩
病
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
四
九
七

同

同

阿
波
病
院

阿
波
市
市
場
町
市
場
字
岸
ノ
下
一

同

九
〇
番
地
一

同

徳
島
赤
十
字
病
院

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ
口

同

一
○
三
番

同

原
田
病
院

阿
南
市
富
岡
町
あ
石
一
四
―
一

同

同

海
陽
町
国
民
健
康
保

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
広
谷
一

同

険
海
南
病
院

六
│
一

同

ホ
ウ
エ
ツ
病
院

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
八
幡
神

同

社
下
南
一
三
○
│
三

同

つ
る
ぎ
町
立
半
田
病

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
中
藪
二

同

院

三
四
―
一

同

三
好
市
国
民
健
康
保

三
好
市
三
野
町
芝
生
一
二
七
〇
番

同

険
市
立
三
野
病
院

地
三
〇

同

徳
島
県
立
三
好
病
院

同

池
田
町
シ
マ
八
一
五
│
二

同

救
急
診
療
所

阿
部
整
形
外
科

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
一
〇
五

同

番
地



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
監
視
製
品
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

知
事
監
視
製
品
を
特
定
で
き
る
情
報

１

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ

Ｓ
ｔ
ｏ
ｐ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

２

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｕ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

３

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
鼓
動
Ｍ
Ａ
Ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

容
物
が
粉
末
の
も
の

４

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
０
７
２

Ｍ
ｉ
ｄ
ｎ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ

ａ
ｄ
ｖ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

５

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｅ

Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｅ

姫

ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｗ
ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ

ｃ
ｏ
ｌ
ｄ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

６

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ

ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

ｓ
ｅ
ｘ
４
」
と
表
示
の

あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

７

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｂ
Ｏ
Ｕ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

８

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ

ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｙ
」
と
表
示
の
あ
る
製

品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

９

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｎ
ａ
ｋ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｏ
ｌ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
」
と
表
示
の
あ
る
製

品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
ラ
ブ
セ
ッ
ク
ス
２
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

10
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
ｒ
ｙ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ

Ｕ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ

２
」
と
表
示
の
あ
る

11
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
セ
ッ
ク
ス
ア
ー
ト
２
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

12
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ

Ｌ
Ｅ
Ｍ
Ｏ
Ｎ

Ｈ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｎ
」

13
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｕ
ｐ
ｅ
ｒ

Ｓ
ｉ
ｌ
ｖ
ｅ
ｒ

Ｈ
ａ
ｚ
ｅ

Ｈ
Ａ
Ｖ
Ｅ

14
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
Ｘ

５
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

15
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
極
卍
ゴ
メ
オ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

16
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
く
ね
く
ね
男
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

17
容
物
が
液
体
の
も
の



次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
性
煙
ド
ロ
ッ
プ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

18
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
一
撃
淫
烈
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

19
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
脳
狂
ア
ナ
ル
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

20
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ
狂
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

21
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｄ
ｅ
ａ
ｔ
ｈ

Ｋ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
（
別
名

死
神
）
」
の
名
称
で
販
売
さ

22
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ウ
ケ
・
前
立
腺
ギ
メ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

23
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
シ
ャ
ブ
リ
野
郎
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

24
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ス
ー
パ
ー
・
ト
コ
ロ
テ
ン
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

25
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
け
つ
ま
ん
男

ｖ
о
ｌ
．
２
１
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

26
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
艶
煙
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

27
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
紫
煙
淫
乱
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

28
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
６
９

Ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

29
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｅ
ｘ

Ｄ
ｏ
ｌ
ｌ

Ｍ
ａ
ｋ
ｅ
ｒ
」
と
表
示
の
あ
る
製

30
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｘ－

Ｐ
ｒ
ｅ
ｍ
ｉ
ｕ
ｍ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

31
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
万
華
鏡

Ｒ
Ａ
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

32
の
内
容
物
が
固
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

33
、
そ
の
内
容
物
が
固
形
状
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ｅ
ｓ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

34
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ－

Ｓ
ｈ
ｏ
ｃ
ｋ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

35
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｈ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ａ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

36
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｎ
Ｅ
Ｏ

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

37
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の



次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｒ
Ａ
」
と
表
示
の
あ
る
製

38
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
ｈ
ｏ
ｓ
ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

39
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ

Ｄ
．
Ｎ
．
Ａ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

40
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ

６
９
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

41
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ａ

Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｈ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

42
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
Ｏ
！
Ｇ
Ｏ
！
Ｓ
ｈ
о
ｔ
！
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

43
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｐ
ｕ
ｓ
ｓ
ｙ

Ｃ
ｒ
ｕ
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

44
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
∞

Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

45
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ｔ
ｈ
ｅ

Ｋ
ｎ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ

ｌ
о
ｖ
ｅ

ｓ
ｈ
о
ｔ
」
と

46
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
波
海

Ｈ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｉ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

47
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｑ
ｕ
ｅ
ｅ
ｎ

ｂ
ｅ
ａ
ｓ
ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

48
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｌ
ｏ
ｗ

ｍ
ｕ
ｓ
ｈ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

49
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｅ
ｘ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

50
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
刀

Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

51
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｋ

Ｍ
Ａ
Ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

52
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ａ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

53
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

54
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
和

な
ご
み
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

55
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｔ
ｅ

Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
」
と
表
示
の

56
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
乱
舞
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

57
植
物
片
の
も
の



次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｖ
Ｉ
Ｐ

Ｍ
Ｐ－

９
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

58
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
ｃ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
ｙ

Ｃ
Ａ
Ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

59
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ
Ｕ
Ａ
Ｌ

Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｋ
Ｅ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

60
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

Ｈ
ｏ
ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

61
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
禅
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植

62
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｒ
Ｅ
Ｄ

Ｅ
Ｙ
Ｅ

Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

63
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｘ

Ｇ
Ｏ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

64
内
容
物
が
固
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｗ
Ｐ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
ワ
イ
ル
ド
フ
ィ
ー

65
バ
ー
フ
ュ
ー
＆
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ラ
ワ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｗ
Ｅ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
ワ
イ
ル
ド
フ
ィ
ー

66
バ
ー
フ
ュ
ー
＆
エ
ル
ダ
ー
フ
ラ
ワ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｒ
Ｗ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
ラ
ズ
ベ
リ
ー
＆
ワ

67
イ
ル
ド
フ
ィ
ー
バ
ー
フ
ュ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｒ
Ｐ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
ラ
ズ
ベ
リ
ー
＆
パ

68
ッ
シ
ョ
ン
フ
ラ
ワ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植

物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｒ
Ｅ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
ラ
ズ
ベ
リ
ー
＆
エ

69
ル
ダ
ー
フ
ラ
ワ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物

片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｍ
Ｒ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
マ
シ
ュ
マ
ロ
ー
＆

70
ラ
ズ
ベ
リ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の

も
の次

の
写
真
を
付
し
て
、
「
【
４
２
０
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
】
Ｍ
Ｐ
３
Ｇ
Ｏ
＿
４
２
０
マ
シ
ュ
マ
ロ
ー
＆

71
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ラ
ワ
ー
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

Ｂ
ａ
ｌ
ｌ

Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ

72
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

Ｂ
ａ
ｌ
ｌ

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る

73
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ

Ｏ
ｆ

Ｌ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ

Ｅ
Ｘ
」
と
表
示

74



の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｅ
Ｒ

Ｅ
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

75
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
覇
龍
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

76
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｐ
Ｅ
Ｈ－

ｂ
ｒ
ｆ
Ｎ
ａ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

77
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

78
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｌ
ｏ
ｃ
ｏ

Ｆ
ｅ
ｅ
ｌ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

79
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ
Ｙ

Ｇ
Ａ
Ｎ
Ｇ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

80
、
そ
の
内
容
物
が
固
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
ｒ
ａ
ｚ
ｙ

Ｍ
Ｉ
Ｘ’

２
０
０
８
」
と
表
示
の
あ
る
製

81
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
＠
ｓ
ｅ
ｘ
．
ｊ
ｐ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

82
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ

ｈ
ｏ
ｓ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

83
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
ゲ
ル
状
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ
Ｙ

Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｅ

６
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ

84
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｌ
ｕ
ｘ
ｕ
ｒ
ｙ

Ｓ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

85
そ
の
内
容
物
が
固
形
状
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｘ

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製

86
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｈ
ａ
ｋ
ｅ

Ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

87
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｐ

Ｈ
Ｙ
Ｄ
Ｏ
Ｒ
Ｏ

Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
」
と
表
示
の
あ
る
製

88
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｂ
Ｕ
Ｌ
Ｋ

Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

89
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

90
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
壊
落
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

91
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

92
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
ｘ
ｔ
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ｇ
Ｙ
」
と
表
示
の
あ
る
製

93
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｌ
ａ
ｓ
ｅ
ｒ

Ｂ
ｅ
ａ
ｍ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

94



て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｚ
ｅ
ｒ
ｏ

Ｂ
ｅ
ａ
ｓ
ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

95
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｈ
Ｄ

５
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

96
物
が
固
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｘ
Ｉ
Ｍ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

97
容
物
が
固
形
状
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ｅ

Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

98
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｒ
Ｅ
Ｄ

Ｅ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｏ
ｒ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

99
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｎ
ａ

Ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

100
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｌ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｔ

Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｋ

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｘ

Ｅ
Ｄ
Ｉ

101
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
ｏ
ｌ
ｄ

ｌ
ａ
ｄ
ｙ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

102
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｃ

Ｐ
ｏ
ｗ
ｄ
ｅ
ｒ

２
０
０
７
」
と
表

103
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
ｒ
ａ
ｚ
ｙ

Ｓ
ｅ
ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

104
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
絶
頂
ト
コ
ロ
テ
ン
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

105
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
５
Ｍ
ｅ
Ｏ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
Ｔ－

Ｘ
Ｘ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て

106
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
ｃ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
ｙ

Ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｃ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

107
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
悶
絶
ウ
ケ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

108
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
狂
イ
キ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物

109
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
阿
鼻
叫
喚
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

110
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
前
立
腺
＋
α
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

111
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
弛
緩
ウ
ケ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

112
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
惚
ヤ
ク
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物

113
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ア
イ
ス
・
ギ
メ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

114



内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ジ
ャ
マ
イ
カ
ン

セ
ッ
ク
ス
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

115
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ
Ｙ

Ｂ
Ｏ
Ｍ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

116
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ

Ｂ
ｒ
ｅ
ａ
ｋ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

117
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
穴
爆
キ
メ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

118
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
前
立
腺
ク
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

119
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ケ
ツ
マ
ン
Ｍ
Ａ
Ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

120
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ｋ

Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｌ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

121
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｄ
ｉ
ａ
ｍ
ｏ
ｎ
ｄ

Ｃ
ｒ
ｙ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品

122
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
濡
れ
聖
水
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

123
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

124
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
女
神
の
潮
吹
き
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

125
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｚ
ｏ
ｍ
ｂ
ｉ
ｅ

Ｅ
ｃ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
ｙ
」
と
表
示
の
あ
る
製

126
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｖ
Ｉ
Ｒ
Ｇ
Ｉ
Ｎ

Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｐ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
Ｅ
Ｃ
Ｔ

Ｅ
Ｄ

127
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ｏ

Ｈ
Ａ
Ｚ
Ｅ

３
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ

128
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

129
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ

Ｈ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
Ｓ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

130
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
ｉ
ａ
ｍ
ｉ

Ｂ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｄ

Ｄ
ｒ
．
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
」

131
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｓ
ｋ
ｕ
ｌ
ｌ

Ｓ
ｈ
ｅ
ｅ
ｔ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て

132
、
そ
の
内
容
物
が
シ
ー
ト
状
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｙ
ｅ
ｌ
ｌ
ｏ
ｗ

ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ

133
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

134



内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｍ
ｅ
ｔ
２
６
４
ｎ
Ｌ
ｄ－

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で

135
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ａ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

136
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
ｘ
ｔ
ｒ
ａ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｇ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

137
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ

Ｂ
Ｕ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ

138
て
、
そ
の
内
容
物
が
固
形
状
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
６
９

Ｓ
ｔ
ａ
ｒ
ｓ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

139
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｘ

Ｚ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

140
内
容
物
が
固
形
状
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ
ｈ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ

Ｕ
ｌ
ｔ
ｉ
ｍ
ａ
ｔ
ｅ
」
と
表
示
の
あ

141
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｂ
ｌ
ａ
ｃ
ｋ

Ｃ
ａ
ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

142
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｅ

Ｓ
Ｅ
Ｘ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

143
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
神
龍
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が

144
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
５
Ｍ
ｅ
Ｏ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
Ｔ－

Ｅ
ｃ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
ｙ
」
と
表
示
の
あ

145
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
直
ギ
メ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物

146
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
前
立
腺
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

147
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
４
２
０

ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
（
サ
イ
ク
ロ
ン
）
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ

148
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｄ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
ｏ
ｕ
ｓ
（
Ｎ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
）
」
の

149
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
ｕ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ

ｌ
ｉ
ｑ
ｕ
ｉ
ｄ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ

150
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ

Ｓ
Ｅ
Ｘ

１
０
１
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

151
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｎ
Ｏ
Ｔ－

５
Ｍ
ｅ
Ｏ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で

152
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ－

Ａ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

153
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
ａ
ｇ
ｎ
ｕ
ｍ

Ｓ
ｐ
ｏ
ｔ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

154



っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

ｐ
ｏ
ｗ
ｄ
ｅ
ｒ

『
Ｂ
ｌ
ａ
ｃ
ｋ

155

Ｓ
ｅ
ｘ
』
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｎ

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
」
と
表
示
の
あ

156
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
固
形
状
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｈ
＋
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体

157
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｓ
ｅ
ｘ

Ｄ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
ｏ
ｕ
ｓ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ

158
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
Ｘ

α

ａ
ｌ
ｐ
ｈ
ａ
」
と
表

159
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
Ｘ

β

ｂ
ｅ
ｔ
ａ
」
と
表
示

160
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
Ｘ

γ

ｇ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
」
と
表

161
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｐ
ｅ
ｅ
ｄ

Ｉ
ｃ
ｅ

α
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

162
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｐ
ｅ
ｅ
ｄ

Ｉ
ｃ
ｅ

β
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

163
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｐ
ｅ
ｅ
ｄ

Ｉ
ｃ
ｅ

γ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

164
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

α
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

165
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

β
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

166
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

γ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

167
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

δ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

168
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｍ
Ｚ
３

Ｍ
Ａ
Ｘ
Ｉ
Ｍ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

169
の
内
容
物
が
固
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｂ
ｕ
ｚ
ｚ

Ｓ
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ

170
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
を
付
し
て
、
「
Ｒ
ｃ
Ｆ
Ｓ－

４
ｂ
Ｔ
Ｃ
ｎ
」
の
名
称
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、

171
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
７
７
７

Ｐ
ｕ
ｒ
ｅ

Ⅷ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

172
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｓ
ｋ
ｕ
ｌ
ｌ

Ｋ
ｉ
ｎ
ｇ

ｒ
ｅ
ｂ
ｏ
ｒ
ｎ
」
と
表
示
の

173
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
淫
汁
だ
ら
だ
ら
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

174



内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
逆
ア
ナ
（
強
）
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の

175
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｄ
ｒ
ｙ

Ｏ
ｒ
ｇ
ａ
ｓ
ｍ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

176
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

177
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

178
、
そ
の
内
容
物
が
植
物
片
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

Ⅰ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

179
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

Ⅱ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

180
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

Ⅲ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

181
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

Ⅳ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ

182
て
、
そ
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ

１
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

183
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ

２
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

184
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ

３
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

185
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ

４
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

186
の
内
容
物
が
粉
末
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

187
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ

２
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

188
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ

３
」
と
表
示
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
そ

189
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

次
の
写
真
に
示
す
と
お
り
、
被
包
に
「
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
Ｘ

６
」
と
表
示
の
あ
る
製
品

190
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
物
が
液
体
の
も
の

（
「
次
の
写
真
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
写
真
を
徳
島
県
保
健
福
祉
部
薬
務
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。
）

二

指
定
の
理
由

一
の
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
は
、
条
例
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ

190

の
用
途
及
び
使
用
方
法
に
反
し
て
、
吸
入
、
吸
引
、
摂
取
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
身
体
に
使
用
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

指
定
の
効
力
発
生
の
日



令
和
二
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
ツ
ー
ピ
ー

徳
島
市
国
府
町
日
開
字
中
八
九

ラ
イ
フ
ア
シ
ス
タ
ン
ト

徳
島
市
庄
町
四
丁
目
一
六
―
一

訪
問
介
護

令
和
二
年
二
月

令
和
二
年
二
月

ス
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

八
番
地
四

こ
も
れ
び

ロ
ッ
ク
バ
レ
ー
庄
町
一
〇
八
号

三
日

二
十
九
日

ン

室

株
式
会
社
Ｃ
ｕ
ｏ
ｒ

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
山
南

訪
問
介
護
ま
こ
と

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
山
南

同

同

一
月

同

三
月

ｅ

一
七
番
地
七

一
七
番
地
七

二
十
三
日

一
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

次
の
者
の
申
請
に
係
る
徳
島
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

申
請
人
の
住
所
及
び
氏
名

地

区

名

工

事

の

完

了

年

月

日

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
三
○
二
四
番
地
一

三
好
地
区

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日

宮
田
茂
ほ
か
十
七
名

土
井
の
池



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

徳
島
市
多
家
良
町
中
津
峰
一
の
一
七
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森

林
整
備
課
及
び
徳
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
木
屋
平
字
太
合
カ
ケ
四
四
五
の
一
、
四
四
五
の
三
一
、
四
四
五
の
八
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
太
合
カ
ケ
四
四
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
木
屋
平
字
八
幡
三
二
二
の
一
、
三
二
二
の
一
一
、
三
二
七
の
一
、
三
二
七
の
四
、
三
八
五
の

一
、
三
八
五
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森

林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
七
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地

徳
島
県
全
域

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

図
情
報
）
修
正
及
び
国
土
広
域
情
報

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

修
正
）



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号
（
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
基
本
測
量
を
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で

、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
九
号

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

阿
南
市
十
八
女
町

令
和
二
年
三
月
十
六
日
か
ら

令
和
二
年
六
月
二
十
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二

号
（
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
二
年
二
月
二
十
六

日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

海
部
郡
海
陽
町
久
保

字
松
本
一
三
八
番
四

地
先
か
ら

旧

九
・
五
〜
九
・
八

一
六
六
・
三

同

一
四
一
番
一

地
先
ま
で

１０

久
尾
宍
喰
浦

同

九
・
五
〜
一
九
・
四

一
六
六
・
三

３

海
部
郡
海
陽
町
久
保

字
松
本
一
四
〇
番
一

新

地
先
か
ら

九
・
三
〜
四
六
・
一

六
六
〇
・
一

同字
板
取
二
七
五
番
地

先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

藍
住
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

藍
住
都
市
計
画
下
水
道
事
業

藍
住
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
三
月
五
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
東
京
建
築
検
査
機
構

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
〇
番
一
六
号

二

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

事

務

所

所

在

地

構
造
判
定
事
業

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
〇
番
一
六
号

部Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
名
古

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
七
番
九
号

屋
構
造
セ
ン
タ

ーＴ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
九
州

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
二
丁
目
二
番
一
号

構
造
セ
ン
タ
ー

変
更
後

事

務

所

所

在

地

構
造
判
定
事
業

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
〇
番
一
六
号

部Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
名
古

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
七
番
九
号

屋
構
造
セ
ン
タ

ーＴ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
九
州

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
二
丁
目
二
番
一
号

構
造
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
中
国

広
島
市
中
区
銀
山
町
三
番
一
号

構
造
セ
ン
タ
ー



三

変
更
す
る
日

令
和
二
年
四
月
一
日



公

告

徳
島
県
住
宅
供
給
公
社
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
住
宅
供
給
公
社

理
事
長

原

一

郎

一

徳
島
県
に
代
わ
っ
て
県
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
県
営
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行

う
者徳

島
県
住
宅
供
給
公
社

二

一
で
定
め
る
者
が
管
理
を
行
う
県
営
住
宅
等

徳
島
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
別
表

に
掲
げ
る
県
営
住
宅
（
名
東
（
東
）
団
地
（
六
号
棟
に
限
る
。
）
、
万
代
町
団
地
、
新
浜
町
団
地
、
大

麻
団
地
及
び
津
田
松
原
団
地
を
除
く
。
）
及
び
徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
規

則
第
十
号
）
別
表
に
掲
げ
る
共
同
施
設
（
名
東
（
東
）
団
地
県
営
住
宅
六
号
棟
に
併
設
す
る
児
童
遊
園

及
び
駐
車
場
並
び
に
万
代
町
団
地
、
新
浜
町
団
地
、
大
麻
団
地
及
び
津
田
松
原
団
地
の
各
県
営
住
宅
の

共
同
施
設
を
除
く
。
）

三

一
で
定
め
る
者
が
行
う
県
営
住
宅
等
の
管
理
の
内
容

法
第
三
章
の
規
定
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ
の
他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収
及
び
減
免
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
に
基
づ
い
て
県
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

四

一
で
定
め
る
者
が
県
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で


